
                      

 

令和８年６月 17 日 

都市局都市計画課 

総合政策局地域交通課 

 

第２回コンパクト・プラス・ネットワーク形成支援チーム会議を 

開催します 
～政府一丸となってコンパクト・プラス・ネットワークを強力に推進！～ 

 
 

 

 

 

 

 

 

コンパクト・プラス・ネットワークについては、都市再生特別措置法に基づく「立地適

正化計画制度」や地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づく「地域公共交通計

画制度」等を活用し、地域公共交通と連動したコンパクトなまちづくりを進める市町村の

取組を、省庁横断的に支援してまいりました。 

また、今国会において都市再生特別措置法と地域公共交通の活性化及び再生に関する法

律の両方を改正し、地域で活用可能な支援ツールの充実化等を図ったところです。 

こうした改正事項の周知や地域における積極的な活用等に向け、今般、以下の通り第２

回会議を開催し、コンパクト・プラス・ネットワークの推進と各府省施策の連携に向けた

議論を行います。 

 

１．日 時 令和８年６月 24 日(水) 10 : 00 ～ 12 : 00 

２．場 所 国土交通省 中央合同庁舎３号館６階 都市局局議室 

（東京都千代田区霞が関２－１－３） 

３．議 事 ○コンパクト・プラス・ネットワークを巡る最近の動向と関係省庁への依

頼事項について 

○立地適正化計画及び地域公共交通計画と各省施策の連携について 等 

 

※会議は非公開で行いますが、報道関係者に限り、会議冒頭からチームリーダー挨拶まで、

傍聴・カメラ撮り可能です。 

※傍聴・カメラ撮りを希望される報道関係者は、６月 22 日（月）18：00 までに、以下のフ

ォームよりご登録ください。 

https://forms.office.com/r/pwBVQFsxL7 

※会議資料は、後日、国土交通省ホームページに掲載いたします。 

※過去の会議資料等については、次の国土交通省ホームページに掲載しております。 

http://www.mlit.go.jp/toshi/city_plan/toshi_city_plan_tk_000016.html 

 

  

 

コンパクト・プラス・ネットワークの形成に向けた市町村の取組に対し政府を挙げ

て支援するため、関係省庁で構成する「コンパクト・プラス・ネットワーク形成支援

チーム」の第２回会議を６月 24 日（水）に開催いたします。 

今回は、コンパクト･プラス・ネットワークの推進に向けた最近の動きを報告する

とともに、政府一丸となってコンパクト・プラス・ネットワークを進めるため、関係

省庁が所管する施策との連携の強化について議論いたします。 

＜問合せ先＞ 

都市局 都市計画課 雨宮、建川、浅野、松野 

TEL：03-5253-8111（内線 32-694、32-633）、03-5253-8409（直通） 



別紙 

コンパクト・プラス・ネットワーク形成支援チーム 構成員 

 

チームリーダー 国土交通省大臣官房審議官（都市局担当） 

副チームリーダー 国土交通省大臣官房審議官（公共交通政策、物流・自動車局担当） 

構 成 員 内閣官房国土強靱化推進室参事官 

内閣官房地域未来戦略本部事務局参事官 

内閣府科学技術・イノベーション推進事務局参事官 

金融庁監督局総務課企画調整室長 

こども家庭庁成育局保育政策課長 

復興庁統括官付参事官 

総務省自治行政局市町村課長 

総務省自治行政局地域政策課長 

総務省自治財政局財務調査課長 

財務省理財局国有財産企画課長 

文部科学省大臣官房政策課長 

厚生労働省医政局地域医療計画課長 

厚生労働省老健局高齢者支援課長 

厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課長 

農林水産省農村振興局農村政策部農村計画課都市農業室長 

経済産業省経済産業政策局地域経済産業政策課長 

中小企業庁経営支援部商業課長 

スポーツ庁参事官（地域振興担当） 

スポーツ庁参事官（民間スポーツ担当） 

環境省大臣官房地域政策課長 

観光庁観光地域振興部観光資源課長 

国土交通省総合政策局社会資本整備政策課長 

国土交通省総合政策局公共事業企画調整課長 

国土交通省総合政策局モビリティサービス推進課長 

国土交通省国土政策局総合計画課長 

国土交通省大臣官房参事官（上下水道技術） 

国土交通省水管理・国土保全局治水課長 

国土交通省住宅局住宅戦略官 

国土交通省総合政策局地域交通課長 

国土交通省都市局都市計画課長 


